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つくば市議会傍聴規則（昭和62年つくば市議会規則第２号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条―第３条 （略） 第１条―第３条 （略） 

（傍聴券） （傍聴券） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 傍聴券は、前条  に定める手続を経た者の順により次条  に定める定員の範囲

内で交付する。 

３ 傍聴券は、第３条に定める手続を経た者の順により第５条に定める定員の範囲

内で交付する。 

４―７ （略） ４―７ （略） 

第５条―第７条 （略） 第５条―第７条 （略） 

（傍聴人の守るべき事項） （傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。 第８条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。 

(1)―(6) （略） (1)―(6) （略） 

(7) 携帯電話等音を発する機器は、音を発しないようにすること。 (7) 携帯電話及び無線機類を使用しないこと。 

(8) （略） (8) （略） 

第９条 （以下略） 第９条 （以下略） 

 


